
【緊急】外国人の入国禁止措置等（新型コロナウイルス関連） 

 

【ポイント】 

●３月１９日，モリソン首相は，豪州国民及び居住者，これらの直接の家族以外の豪州入国

を禁止する旨発表しました。３月２０日２１時（オーストラリア東部夏時間（AEDT））から

適用されます。 

●日本航空は，成田・メルボルン線の運休を，カンタス航空及びジェットスター航空は国際

線の全便運休及び国内線の減便を発表しました。 

●ＮＴ政府は，１８日付で Public Health Emergency を保健大臣より宣言しました。 

屋外での 500人以上の集会、室内での 100人以上の集会の禁止、及び、外国から帰国した者

の自主隔離に違反した者は 62,800ドル以下の罰金が課される旨発表しました。 

●ＮＳＷ州政府が，コロナウィルス対策本部を設置しました。 

 

【本文】 

１ 外国人の入国禁止措置 

３月１９日，モリソン首相は，豪州国民及び居住者，これらの直接の家族以外の豪州入国

を禁止する旨発表しました。３月２０日２１時（オーストラリア東部夏時間（AEDT））から

適用されます。 

○豪州モリソン首相の記者会見 

https://twitter.com/i/events/1240498944271998976?s=13 

 

２ フライトの減便について 

（１）日本航空は，成田・メルボルン線の運休を発表しました。運休期間は，ＪＬ７７３便

（成田発）が３月２１日～２８日，ＪＬ７７４便（メルボルン発）が３月２２日～２９日と

なります。詳細は下記航空会社のウェブサイトをご確認ください。 

日本航空ウェブサイト 

https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/200204/index.html 

（２）カンタス航空及びジェットスター航空は，３月末から少なくとも５月末までの間，日

本路線を含む全ての国際線を運休すると発表しました。 

カンタス航空ウェブサイト 

https://www.qantasnewsroom.com.au/media-releases/qantas-group-outlines-customer-

and-employee-impact-of-coronavirus-related-network-cuts/ 

（３）カンタス航空のキャンベラ路線（国内線）については，シドニー線，メルボルン線，

ブリスベン線，及びアデレード線の大幅な減便が発表されました。詳細は下記をご参照くだ

さい。 

https://www.qantasnewsroom.com.au/media-releases/qantas-group-network-changes/ 
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（４）全日本空輸の最新情報については，以下をご参照ください。 

https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/ 

 

 

３ ＮＴ政府は 18日付で Public Health Emergency を保健大臣より宣言しました。 

また、屋外での 500人以上の集会、室内での 100人以上の集会の禁止、及び、外国から帰

国した者の自主隔離に違反した者は 62,800ドル以下の罰金が課される旨、保健大臣名で発

表ています。 

○ＮＴ政府のホームページ 

https://securent.nt.gov.au/alerts/coronavirus-covid-19-updates 

 

４ ＮＳＷ州政府が，コロナウィルス対策本部を設置しました。State Emergency Operation 

Centreは州政府の 20以上のコロナ関連部局によって形成され、RFS本部に設置されました。

責任者は州警察副長官で、24時間無休体制です。 

 

５  詳細情報   

豪州首相府の記者会見記録については以下へご照会ください。  

（Prime Minister Contact 入力フォーム）    

https://www.pm.gov.au/contact-your-pm 

 

【在シドニー日本国総領事館】   

Consulate-General of Japan in Sydney      

Level 12, 1 O'Connell Street,     

Sydney NSW 2000 Australia     

代表電話（61-2）9250-1000     

Fax（61-2）9252-6600     

Web：https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

Email：japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp 

 

※このメールは在留届，たびレジに登録されたメールアドレスに配信されております。     

 

※「たびレジ」簡易登録をされた方で，メールの配信を変更・停止したい場合は，以下の URL

から停止手続きをお願いいたします。     

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 
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